
船舶事故等調査報告書 

平成２７年１１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４広第１７３号 

事故等種類 被引浮体搭乗者負傷 

発生日時 平成２６年８月１３日 １４時５０分ごろ 

発生場所 愛媛県今治
いまばり

市伯方
は か た

島南西方沖 

枝
えだ

越
ごえ

港新北防波堤灯台から真方位１６４°８４０ｍ付近 

（概位 北緯３４°１１.８９′ 東経１３３°０４.４６′） 

事故等調査の経過  平成２６年９月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ 愛
あい

、０.２トン 

 ２８１－４０３４１愛媛、個人所有 

Ｂ 水上オートバイ RXP－X255RS、０.１トン 

   ２５０－５４７５７大阪、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 操縦者Ｂ、操縦免許なし 

搭乗者Ｂ１ 

搭乗者Ｂ２ 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（搭乗者Ｂ１） 

 損傷 なし 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、知人（以下「同乗者」とい

う。）２人を後部座席に乗せ、先行するＢ船がえい
．．

航する‘バナナボ

ート’（以下「本件浮体」という。）を右舷前方に見ながら、約２０ノ

ットの対地速力で伯方島南西方沖を南南東進した。 

Ａ船は、船長Ａが、Ｂ船の前方にプレジャーボートや水上オートバ

イがいるので広い水域に向かうこととして右転した直後、正船首方至

近となった本件浮体から搭乗者２人が落水したのを認め、スロットル

レバーから手を離し、さらにハンドルを右に切ったが、平成２６年８

月１３日１４時５０分ごろ、Ａ船の左舷船首部と搭乗者Ｂ１の頭部と

が接触した。 

Ｂ船は、操縦者Ｂが操縦し、搭乗者Ｂ１及び搭乗者Ｂ２が乗った本件

浮体をえい
．．

航して南南東進中、本件浮体から搭乗者Ｂ１及び搭乗者Ｂ２

が落水し、搭乗者Ｂ１とＡ船とが接触した。 

船長Ａは、直ちに搭乗者Ｂ１の救助に当たった。 

搭乗者Ｂ１は、救急車で病院に搬送され、頭部挫創により１週間の

通院加療が必要と診断された。 



 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 ２～３、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項  本事故時、搭乗者Ｂ１が本件浮体の左側に、搭乗者Ｂ２が本件浮体の

右側にそれぞれ落水した。 

 船長Ａは、Ａ船とほぼ同じ速力で直進していたＢ船が、本事故発生

直前に減速したように感じた。 

 船長Ａ及びＡ船の同乗者２人は、いずれも救命胴衣を着用していた

が、操縦者Ｂ、搭乗者Ｂ１及び搭乗者Ｂ２の救命胴衣の着用状況につい

ては明らかにすることができなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ 不詳 

Ａ なし、Ｂ 不詳 

Ａ なし、Ｂ 不詳 

Ａ船は、伯方島南西方沖で南南東進中、Ｂ船にえい
．．

航された本件浮

体を右舷前方に見る態勢で右転する際、船長Ａが、右舷前方の本件浮

体と適切な距離をとっていなかったことから、右転した直後に、船首

方至近で本件浮体から落水した搭乗者Ｂ１と接触し、搭乗者Ｂ１が負傷

したものと考えられる。 

Ｂ船は、伯方島南西方沖で本件浮体をえい
．．

航して南南東進中、本件

浮体から落水した搭乗者Ｂ１がＡ船と接触したものと考えられるが、

操縦者Ｂ及び搭乗者Ｂ１から情報が得られなかったため、本件浮体の

えい
．．

航状況並びに搭乗者Ｂ１及び搭乗者Ｂ２が落水に至った経緯を明ら

かにすることはできなかった。 

原因 本事故は、伯方島南西方沖において、Ａ船が南南東進中、Ｂ船が本

件浮体をえい
．．

航して南南東進中、船長Ａが右転した直後に本件浮体か

ら落水した搭乗者Ｂ１と接触したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・えい
．．

航されている浮体等から搭乗者が突然落水することがあるの

で、同浮体等の後方を航行する場合、適切な距離をとること。 

 


